
。

活
動
の
総
括
で
は
、「
地

域
主
権
」
「
地
方
出
先
機

関
廃
止
・
権
限
移
譲
」

反
対
の
運
動
で
地
方
議

会
請
願
・
首
長
懇
談
を

精
力
的
に
取
り
組
み
、

全
国
で
五
五
九
を
超
え

る
地
方
議
会
か
ら
請
願

・
陳
情
の
採
択
を
得
、

民
主
党
政
権
の｢

一
丁
目

１
番
地｣

の
施
策
を
頓
挫

さ
せ
た
こ
と
。

東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
興
が
進
ま
な
い
中

で
あ
り
な
が
ら
、
「
景
気

回
復
」
の
名
の
下
に
、「
何

が
何
で
も
予
算
執
行
！
」

と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

無
視
の
状
況
等
が
報
告

さ
れ
、
管
理
職
ユ
ニ
オ

ン
と
し
て
、
国
民
目
線

で
の
業
務
執
行
と
監
視

を
行
っ
て
い
く
必
要
性

が
あ
る
事
。

管
理
職
の
処
遇
改
善

の
課
題
で
は
、
昨
年
の

昇
格
発
令
に
お
い
て
定

年
二
年
前
で
の
六
級
昇

格
が
大
幅
に
切
り
込
ま

れ
た
事
や
、
反
面
、
人

事
院
に
対
す
る
運
動
の

反
映
と
し
て
五
級
昇
格

で
の
処
遇
改
善
が
進
ん

だ
こ
と
等
が
報
告
さ
れ
、

本
省
及
び
人
事
院
へ
の

さ
ら
な
る
追
求
の
必
要

性
に
つ
い
て
。

再
任
用
関
係
で
は
、

来
年
の
定
年
退
職
か
ら

無
年
金
状
態
が
発
生
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

未
だ
に
「
フ
ル
タ
イ
ム

希
望
者
全
員
の
採
用
」

を
明
言
し
な
い
当
局
の

姿
勢
が
報
告
さ
れ
、
今

後
の
闘
い
の
重
要
性
を
。

組
織
拡
大
運
動
で
は
、

各
支
部
に
お
い
て
、
目

に
見
え
る
職
場
活
動
を

展
開
す
る
と
と
も
に
、

職
場
で
の
存
在
感
と
信

頼
感
を
確
立
す
る
こ
と

に
よ
り
、
早
期
に
大
会

現
勢
を
回
復
し
、
組
合

員
の
増
勢
に
転
じ
る
こ

と
等
を
参
加
者
全
員
で

確
認
し
ま
し
た
。

今
後
一
年
間
、
重
点
的

に
取
り
組
む
要
求
と
運

動
と
し
て
、
①
東
北
復

興
と
防
災
対
策
強
化
の

運
動
②
「
国
と
し
て
国

民
の
安
心
・
安
全
を
守

る
」
運
動
③
賃
金
削
減

・
公
務
員
制
度
改
悪
と

の
闘
い
④
現
役
・
定
年

後
も
安
心
し
て
働
け
る

生
活
確
立
の
運
動
⑤
管

理
職
員
の
昇
格
改
善
や

深
夜
・
防
災
出
動
時
の

超
勤
支
給
要
求
。
人
事

の
公
平
化
、
民
主
化
に

関
す
る
要
求
等
の
実
現

に
向
け
活
動
す
る
こ
と

等
の
運
動
方
針
を
満
場

一
致
で
採
択
し
ま
し
た
。
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第
一
六
回
全
国
定
期
全
国
大
会
を
開
催

河
野
新
委
員
長

山
本
事
務
局
長
を
選
出

河
野
新
委
員
長

山
本
事
務
局
長
を
選
出

国
交
管
ユ
ニ
オ
ン
は
、
五
月
二
五
・
二
六
日
の
両
日
「
チ

サ
ン
ホ
テ
ル
新
大
阪
」
に
お
い
て
、
第
一
六
回
定
期
全
国
大

会
を
開
催
し
ま
し
た
。
大
会
に
は
、
国
公
労
連
岡
部
書
記
長

は
じ
め
代
議
員
・
役
員
・
来
賓
・
傍
聴
者
な
ど
二
日
間
で
延

べ
一
四
六
名
が
参
加
し
、
一
年
間
の
運
動
の
総
括
と
今
後
一

年
間
の
運
動
方
針
な
ど
を
満
場
一
致
で
採
択
し
、
新
委
員
長

と
し
て
河
野
氏
（
近
畿
）
事
務
局
長
に
引
き
続
き
山
本
氏
（

北
陸
）
等
の
新
役
員
を
選
出
し
ま
し
た

目指そう！！ 国民目線の業務執行と
現職時も定年後も安心して働ける職場の確立

挨拶する河野新委員長と執行委員

役　　職 氏　　名 年齢 支　部 事務所
委 員 長 河 野  健 次 57 近畿 淀川河川
副委員長 塩冶　　康人 54 中部 豊橋河川
副委員長 安 藤     勇 56 関東 首都国道
副委員長 西 畑  利 彦 58 近畿 淀川河川

副委員長 曽 根     均 58 近畿 六甲砂防
副委員長 橋口　　繁雄 52 九州 八代河川道路

副委員長 川本　　利一 59 地理 地理本院
事務局長 山本　　敏一 57 北陸 飯豊山砂防

事務局次長 中 山  幸 男 62 関東 専従
事務局次長 羽 切  正 好 58 中部 富士砂防
事務局次長 原　　　昭二 51 近畿 淀川河川
執行委員 加 藤  桂 一 55 東北 福島河川国道

執行委員 金子　　雄司 53 北陸 長岡国道

執行委員 上林  喜美夫 58 関東 京浜河川
執行委員 海 野  鐘 弘 58 中部 庄内川河川

執行委員 西 村  政 司 52 近畿 滋賀国道
執行委員 牛 尾  正 孝 53 中国 広島国道

執行委員 神 崎     巌 52 四国 松山河川国道

執行委員 福留　　泰男 52 九州 筑後川河川

執行委員 飯塚　　豊久 56 地理 地理本院
会計監査 村岡　　基晴 54 関東 利根川下流河川

会計監査 吉久　　　隆 58 中部 沼津河川国道

顧　　問 坂内　　　亮 65 関東
事務局員 山守　　　隆 63 関東 渡良瀬川河川

2013年度中央執行委員



（
一
）

募
集
目
的

①

職
員
の
年
齢
別
構

成
の
適
正
化
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
定
年

前
一
五
年
以
内
の
年
齢

で
あ
る
職
員
を
対
象
と

し
て
行
う
募
集
「
１
号

募
集
」

②

組
織
の
改
廃
又
は

官
署
若
し
く
は
事
務
所

の
移
転
を
円
滑
に
実
施

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

当
該
組
織
又
は
官
署
若

し
く
は
事
務
所
に
属
す

る
職
員
を
対
象
と
し
て

行
う
募
集
「
２
号
募
集
」

（
二
）
募
集
対
象

①

常
時
国
家
公
務
員

イ

対
象
者
は
２
人
以
上

と
な
る
よ
う
に
範
囲
を

設
定
す
る
こ
と
。

ロ

特
定
の
仕
方
は
、
職

位
や
勤
続
年
数
等
、
各

省
各
庁
の
長
等
の
任
意

で
あ
る
こ
と
。

ハ

対
象
者
に
は
臨
時
職

員･

懲
戒
処
分
を
受
け
た

者
が
含
ま
れ
な
い
こ
と

ニ

周
知
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
全
て
の
対

象
者
に
応
募
を
す
る
機

会
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、

合
理
的
か
つ
適
切
な
方

法
に
よ
る
こ
と
。

（
三
）
募
集
人
数

対
象
者
の
総
数
と
募

集
人
数
が
同
数
と
な
ら

な
い
よ
う
に
設
定
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
２
号

募
集
の
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
こ
と
。

今
回
の｢

早
期
退
職
者

募
集
制
度｣

に
は
、｢

退

職
金
が
割
り
増
し｣

は
明

記
し
て
あ
り
ま
す
が
、

退
職
後
の
手
立
て｢

再
就

職｣

に
何
も
触
れ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
あ
え
て
明

確
に
せ
ず
、
曖
昧
に
し

（
四
）
募
集
期
間

募
集
の
期
間
を
通
年
と

設
定
す
る
こ
と
は
で
き

い
。

（
五
）
募
集
認
定
判
断

①

認
定
又
は
不
認
定

の
判
断

各
省
各
庁
の
長
等
は
、

応
募
を
し
た
職
員
に
対

し
て
認
定
を
行
う
こ
と
。

た
だ
し
、
臨
時
職
員･

懲

戒
処
分
を
受
け
て
い
る

者
や
引
き
続
き
職
務
に

｢

天
下
り｣

を
黙
認
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。

ま
た
、
今
回
の｢

退
職

制
度｣
が｢
年
齢
構
成
の

適
正
化
を
図
る｣

｢

組
織

の
改
廃
と
移
転
を
円
滑

に
実
施
す
る
た
め｣
を
目

従
事
さ
せ
る
こ
と
が
公

務
の
能
率
的
運
営
を
確

保
し
、
又
は
長
期
的
な

人
事
管
理
を
計
画
的
に

推
進
す
る
た
め
に
特
に

必
要
で
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
は
不
認
定
と
す

る
こ
と
。

②

認
定
数
が
、
募
集

人
員
を
超
え
る
場
合
は
、

前
も
っ
て
ね
制
限
措
置

を
周
知
し
て
あ
れ
ば
そ

れ
に
沿
っ
て
認
定
し
な

い
場
合
も
あ
る
。

（
六
）
そ
の
他

定
年
退
職
一
五
年
以

内
で
、
定
年
ま
で
の
在

年
数
一
年
当
た
り
三
％

の
退
職
手
当
割
り
増
し
。

定
年
一
年
前
は
対
象

と
な
ら
な
い
。

的
と
し
て
お
り
、
恣
意

的
に
一
定
の
年
齢
層
や

事
務
所･

出
張
所
の
統
廃

合
な
ど
で｢

退
職
強
要｣

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

政
府
は
、
五
月
二
一
日｢

早
期
退
職
者
募
集
制
度｣

の
運
用
に
必
要
な
政
令
を
閣
議

決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は｢

年
齢
構
成
の
適
正
化
・
組
織
の
改
廃
又
は
移
転
を
円
滑
に
実
施
す

る
こ
と｣

を
目
的
と
し
て
お
り
、「
定
員
削
減･

新
規
採
用
そ
し
て
フ
ル
タ
イ
ム
再
任

用
の
実
施
に
よ
る
窮
屈
に
な
っ
た
定
員
事
情
の
対
策
と
し
て
用
い
る
」
と
し
て
い

ま
す
が
、
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
現
段
階
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

基
本
的
部
分
に
つ
い
て
触
れ
ま
す

早期退職者募集制度の運用を 閣議決定
年齢構成の適正化・組織の改廃の円滑な実施を目的

退職手当割り増しを目玉に

天
下
り
の
助
長
、
退
職
強
要
の
恐
れ

気
を
つ
け
ま
し

ょ
う
、
再
就
職

に
厳
し
い
規
制

｢

国
家
公
務
員
法
に
基

づ
く
職
員
の
再
就
職
規

制
」
で
は
、
以
下
の
こ

と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。

①

現
職
（
５
級
以
上

職
員
）
の
職
員
が
利
害

関
係
企
業
等
に

対
し

て
、
本
人
の
再
就
職
の

要
求
又
は
約
束
す
る
こ

と
だ
け
で
な
く
、
再
就

職
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
自
己
に
関
す
る

情
報
を
提
供
や
再
就
職

す
る
地
位
に
関
す
る
情

報
の
提
供
を
依
頼
す
る

こ
と
。

②

現
職
の
職
員
（
一

般
職
の
す
べ
て
の
国
家

公
務
員
）
が
営
利
企
業

等
に
対
し
、
他
の
職
員

・
職
員
Ｏ
Ｂ
を
、
再
就

職
の
依
頼
だ

け
で
な

く
、
再
就
職
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
情

報
を
提
供
や
情
報
収

集
、
す
る
こ
と
。
等

こ
れ
ら
に
違
反
す
る

と
、
国
家
公
務
員
法
に

基
づ
き
、
懲
戒
処
分
料

の
対
象
と
な
り
ま
す
。


